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令和２年度国民健康保険事業費納付金の算定について 

 

R2.2.4 

１ 概要 

○ 国民健康保険制度改革により、平成３０年度から県も市町村とともに保険者となり、

財政運営の責任主体としての役割を担っています。 

○ この制度では、県が県全体の医療費を見込んだ上で、各市町村の所得水準や被保険者

数等に応じて市町村ごとの納付金(※)を算定し、市町村は県から示された納付金を納め

る仕組みとなっています。 

○ 今回、国のガイドラインに基づき、令和２年度の納付金の算定を行いました。 

※  納付金とは、県が保険給付費等の支払いの財源として市町村に納付を求めるもの

で、被保険者が市町村に納める保険料とは異なるものです。 

 

 

２ 令和２年度の納付金 

○ 一人あたり納付金額は、平成３１年度と比較して▲０．６％、７９１円減の１３５,

３２９円となり、前年度と比べて１４団体で増加し、１３団体で減少しました。（別紙

１） 

○ 納付金総額は、平成３１年度と比較して▲４．８％、約１２億６千万円減の約２５３

億１千万円となり、前年度と比べて５団体で増加し、２２団体で減少しました。（別紙

２） 

 

 

３ 調整措置 

○ 納付金の仕組みの導入に伴い、被保険者の保険料負担が急激に増加しないよう、平成

３０年度から納付金の調整措置を行っています。 

○ 調整措置は、制度改正前の平成２８年度の一人あたり納付金相当額と国のガイドライ

ンにより算定した調整措置前の一人あたり納付金額を比較し、県平均の増加率を超える

市町村に対して県が国と県の公費を充てているものです。 

○ 令和２年度の納付金額については、県平均の増加率を超えた１２団体に対して、合計

で約４億１千万円の調整措置を実施することとして算定しました。（別紙３） 

 

 

４ 県・市町村の役割 

○ 県は、市町村ごとに決定した納付金を徴収し、保険給付に要する費用の全額を市町村

に支払います。 

○ 市町村は、納付金の支払いや保健事業等の実施に必要な財源を賄うため、保険料率を

決定し、賦課・徴収を行います。 

資料２ 



別紙１

一人あたり納付金額の比較　（令和２年度－平成３１年度）

甲 府 市 137,303 円 134,081 円 ▲ 3,222 円 

富 士 吉 田 市 142,344 円 143,066 円 ＋ 722 円 

都 留 市 131,597 円 133,873 円 ＋ 2,276 円 

山 梨 市 139,619 円 143,337 円 ＋ 3,718 円 

大 月 市 138,905 円 130,786 円 ▲ 8,119 円 

韮 崎 市 126,404 円 126,450 円 ＋ 46 円 

南 ア ル プ ス 市 132,514 円 131,993 円 ▲ 521 円 

北 杜 市 120,306 円 118,807 円 ▲ 1,499 円 

甲 斐 市 131,644 円 129,450 円 ▲ 2,194 円 

笛 吹 市 141,141 円 142,124 円 ＋ 983 円 

上 野 原 市 145,070 円 144,247 円 ▲ 823 円 

甲 州 市 135,398 円 135,898 円 ＋ 500 円 

中 央 市 128,794 円 130,427 円 ＋ 1,633 円 

早 川 町 137,684 円 128,879 円 ▲ 8,805 円 

身 延 町 159,103 円 151,796 円 ▲ 7,307 円 

南 部 町 142,564 円 132,198 円 ▲ 10,366 円 

昭 和 町 146,117 円 153,102 円 ＋ 6,985 円 

道 志 村 145,578 円 142,998 円 ▲ 2,580 円 

西 桂 町 121,873 円 119,499 円 ▲ 2,374 円 

忍 野 村 140,319 円 141,425 円 ＋ 1,106 円 

山 中 湖 村 164,993 円 162,366 円 ▲ 2,627 円 

鳴 沢 村 129,987 円 134,102 円 ＋ 4,115 円 

小 菅 村 96,035 円 122,230 円 ＋ 26,195 円 

丹 波 山 村 96,841 円 103,224 円 ＋ 6,383 円 

富 士 河 口 湖 町 149,743 円 152,318 円 ＋ 2,575 円 

市 川 三 郷 町 131,099 円 128,378 円 ▲ 2,721 円 

富 士 川 町 133,320 円 139,073 円 ＋ 5,753 円 

県 平 均 136,120 円 135,329 円 ▲ 791 円 

増加 14 団体

減少 13 団体

＋ 0.5 ％ 

▲ 0.4 ％ 

▲ 2.1 ％ 

増減率

▲ 0.6 ％ 

▲ 1.6 ％ 

＋ 3.2 ％ 

＋ 27.3 ％ 

＋ 6.6 ％ 

＋ 1.7 ％ 

▲ 7.3 ％ 

＋ 4.8 ％ 

▲ 1.8 ％ 

▲ 1.9 ％ 

＋ 0.8 ％ 

＋ 4.3 ％ 

▲ 2.3 ％ 

＋ 1.3 ％ 

▲ 6.4 ％ 

▲ 4.6 ％ 

市町村名
平成31年度
一人あたり
納付金額

令和２年度
一人あたり
納付金額

増減額

▲ 1.2 ％ 

▲ 1.7 ％ 

＋ 0.7 ％ 

▲ 0.6 ％ 

＋ 0.4 ％ 

＋ 1.7 ％ 

＋ 2.7 ％ 

▲ 5.8 ％ 

＋ 0.0 ％ 
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別紙２

納付金総額の比較　（令和２年度－平成３１年度）

甲 府 市 5,850,578,207 円 5,447,844,745 円 ▲ 402,733,462 円 

富 士 吉 田 市 1,497,701,562 円 1,411,345,364 円 ▲ 86,356,198 円 

都 留 市 872,108,779 円 878,342,660 円 ＋ 6,233,881 円 

山 梨 市 1,263,202,878 円 1,223,954,760 円 ▲ 39,248,118 円 

大 月 市 812,126,361 円 721,025,405 円 ▲ 91,100,956 円 

韮 崎 市 850,148,052 円 829,889,984 円 ▲ 20,258,068 円 

南 ア ル プ ス 市 2,107,947,980 円 2,048,795,135 円 ▲ 59,152,845 円 

北 杜 市 1,766,839,643 円 1,646,426,313 円 ▲ 120,413,330 円 

甲 斐 市 2,086,608,225 円 1,954,303,320 円 ▲ 132,304,905 円 

笛 吹 市 2,531,256,762 円 2,412,414,399 円 ▲ 118,842,363 円 

上 野 原 市 810,693,238 円 783,838,754 円 ▲ 26,854,484 円 

甲 州 市 1,210,439,045 円 1,168,041,627 円 ▲ 42,397,418 円 

中 央 市 842,399,523 円 856,251,538 円 ＋ 13,852,015 円 

早 川 町 40,479,067 円 33,250,791 円 ▲ 7,228,276 円 

身 延 町 475,429,823 円 430,341,483 円 ▲ 45,088,340 円 

南 部 町 260,132,588 円 233,329,009 円 ▲ 26,803,579 円 

昭 和 町 569,288,389 円 586,992,628 円 ＋ 17,704,239 円 

道 志 村 66,979,265 円 70,355,251 円 ＋ 3,375,986 円 

西 桂 町 112,028,680 円 105,279,027 円 ▲ 6,749,653 円 

忍 野 村 228,244,200 円 214,966,740 円 ▲ 13,277,460 円 

山 中 湖 村 310,915,007 円 294,532,770 円 ▲ 16,382,237 円 

鳴 沢 村 119,456,535 円 112,108,957 円 ▲ 7,347,578 円 

小 菅 村 17,286,307 円 25,668,226 円 ＋ 8,381,919 円 

丹 波 山 村 16,366,064 円 15,999,700 円 ▲ 366,364 円 

富 士 河 口 湖 町 905,216,865 円 889,235,141 円 ▲ 15,981,724 円 

市 川 三 郷 町 499,585,061 円 481,033,870 円 ▲ 18,551,191 円 

富 士 川 町 451,673,318 円 435,436,925 円 ▲ 16,236,393 円 

県 合 計 26,575,131,424 円 25,311,004,522 円 ▲ 1,264,126,902 円 

増加 5 団体

減少 22 団体

▲ 3.7 ％ 

▲ 3.6 ％ 

▲ 4.8 ％ 

▲ 5.8 ％ 

▲ 5.3 ％ 

▲ 6.2 ％ 

＋ 48.5 ％ 

▲ 2.2 ％ 

▲ 10.3 ％ 

＋ 3.1 ％ 

＋ 5.0 ％ 

▲ 6.0 ％ 

▲ 1.8 ％ 

▲ 3.3 ％ 

▲ 3.5 ％ 

＋ 1.6 ％ 

▲ 17.9 ％ 

▲ 9.5 ％ 

▲ 2.4 ％ 

▲ 2.8 ％ 

▲ 6.8 ％ 

▲ 6.3 ％ 

▲ 4.7 ％ 

▲ 6.9 ％ 

▲ 5.8 ％ 

＋ 0.7 ％ 

▲ 3.1 ％ 

▲ 11.2 ％ 

市町村名
平成31年度
納付金総額

令和２年度
納付金総額

増減額 増減率
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別紙３

調整措置　（一人あたり納付金額の調整）

平成28年度
一人あたり
納付金額

令和２年度
一人あたり
納付金額

旧制度 調整措置前
一人あたり

調整額
調整総額

甲 府 市 127,637 円 134,081 円 0 円 0 円

富 士 吉 田 市 132,472 円 148,486 円 ▲ 5,420 円 ▲ 53,468,300 円

都 留 市 140,048 円 133,873 円 0 円 0 円

山 梨 市 138,343 円 143,337 円 0 円 0 円

大 月 市 139,316 円 130,786 円 0 円 0 円

韮 崎 市 120,184 円 126,450 円 0 円 0 円

南 ア ル プ ス 市 123,064 円 135,204 円 ▲ 3,211 円 ▲ 49,841,142 円

北 杜 市 116,889 円 118,807 円 0 円 0 円

甲 斐 市 126,670 円 129,450 円 0 円 0 円

笛 吹 市 130,579 円 149,672 円 ▲ 7,548 円 ▲ 128,119,752 円

上 野 原 市 134,858 円 146,975 円 ▲ 2,728 円 ▲ 14,823,952 円

甲 州 市 124,070 円 144,787 円 ▲ 8,889 円 ▲ 76,400,955 円

中 央 市 118,818 円 139,504 円 ▲ 9,077 円 ▲ 59,590,505 円

早 川 町 121,073 円 130,081 円 ▲ 1,202 円 ▲ 310,116 円

身 延 町 148,082 円 151,796 円 0 円 0 円

南 部 町 155,450 円 132,198 円 0 円 0 円

昭 和 町 143,650 円 154,908 円 ▲ 1,806 円 ▲ 6,924,204 円

道 志 村 150,147 円 142,998 円 0 円 0 円

西 桂 町 137,979 円 119,499 円 0 円 0 円

忍 野 村 130,561 円 147,615 円 ▲ 6,190 円 ▲ 9,408,800 円

山 中 湖 村 156,340 円 162,366 円 0 円 0 円

鳴 沢 村 164,436 円 134,102 円 0 円 0 円

小 菅 村 114,775 円 123,479 円 ▲ 1,249 円 ▲ 262,290 円

丹 波 山 村 85,970 円 127,500 円 ▲ 24,276 円 ▲ 3,762,780 円

富 士 河 口 湖 町 144,160 円 152,318 円 0 円 0 円

市 川 三 郷 町 119,686 円 131,516 円 ▲ 3,138 円 ▲ 11,758,086 円

富 士 川 町 142,906 円 139,073 円 0 円 0 円

県 平 均 129,820 円 137,546 円 ▲ 2,217 円 ▲ 414,670,882 円

増加 20 団体 414,670,882 円

減少 7 団体 国公費 199,211,000 円

県公費 215,459,882 円

調整措置対象 12 団体 合　 計 414,670,882 円

＋ 1.4 ％

＋ 2.4 ％

▲ 0.7 ％

＋ 1.5 ％

＋ 3.1 ％

＋ 0.9 ％

▲ 5.0 ％

＋ 1.8 ％

＋ 10.4 ％

＋ 0.6 ％

▲ 4.0 ％

＋ 1.9 ％

▲ 1.2 ％

▲ 3.5 ％

＋ 3.5 ％

＋ 2.2 ％

＋ 3.9 ％

＋ 4.1 ％

＋ 1.8 ％

▲ 1.6 ％

＋ 1.3 ％

＋ 2.4 ％

＋ 0.4 ％

＋ 0.5 ％

増減率
(1年あたり)

＋ 1.2 ％

＋ 2.9 ％

▲ 1.1 ％

＋ 0.9 ％

財源

103,224 円

152,318 円

128,378 円

139,073 円

135,329 円

144,247 円

135,898 円

130,427 円

調整措置総額

122,230 円

162,366 円

134,102 円

126,450 円

131,993 円

118,807 円

129,450 円

142,124 円

市町村名

令和２年度
調整措置額

142,998 円

119,499 円

141,425 円

128,879 円

151,796 円

132,198 円

153,102 円

令和２年度
一人あたり
納付金額

調整措置後

134,081 円

143,066 円

133,873 円

143,337 円

130,786 円
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